
(別紙 1)介護保険利用料金表 

 

① 基本部分（1 単位 10.21 円）               令和 6 年 6 月 1 日現在 

サービス内容 サービス区分 単位数 
利用者負担 

1 割 2 割 3 割 

身体介護 

20 分未満 179 単位/回 182 円 364 円 546 円 

20 分以上 30 分未満 268 単位/回 273 円 546 円 819 円 

30 分以上 1 時間未満 426 単位/回 434 円 868 円 1,302 円 

1 時間以上 624 単位/回 637 円 1,274 円 1,911 円 

生活援助 
20 分以上 45 分未満 197 単位/回 201 円 402 円 603 円 

45 分以上 242 単位/回 247 円 494 円 741 円 

身体介護に引き続き

生活援助を行う場合 

＋20 分以上 72 単位/回 ＋73 円 ＋146 円 ＋219 円 

＋45 分以上 143 単位/回 ＋146 円 ＋292 円 ＋438 円 

＋70 分以上 215 単位/回 ＋219 円 ＋438 円 ＋657 円 

② 加算・減算（以下の要件を満たす場合は、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。 

加算の種類 加算の要件 単位数 
利用者負担 

1 割 2 割 3 割 

初回加算 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に

対して、初回に実施した訪問介護と同月

内に、サービス提供責任者が、自ら訪問

介護を行う場合又は他の訪問介護員等が

訪問介護を行う際に同行訪問した場合 

200単位/月 204 円 408 円 612 円 

早朝・夜間加算 早朝：午前6時～午前8時 

夜間：午後6時～午後10時」 

所定単位数 
×25/100 

   

特定事業所加算（Ⅱ） 体制要件、人材要件に適合 基本部分の10％ 

同一建物減算2 
事業所と同一建物の利用者又はこれ
以外の同一建物の利用者50人以上に
サービスを行う場合 

基本部分と各種加算の合計単位数×15％を減算 

③処遇改善加算 

加算の種類 加算の要件 利用者負担 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 当該加算の算定要件を満たす
場合 

基本部分と各種加算減算合計の24.5％ 

  

④キャンセル料 

内容 キャンセル料発生の要件 利用者負担 

キャンセル料 サービス利用日の前日午後5時までにキャンセルの連絡がなかった場合 500円 

 


